
資料１ 

1 

平成 29 年８月 30 日  

 

税の徴収事務の共同処理 

（税務課、下田財務事務所） 

（要旨） 

 税の徴収事務の共同処理については、これまで５回の専門部会を開催し、平成30年度以降

の共同徴収の継続について協議・検討した結果、賀茂地方税債権整理回収協議会を存続した

上で、１市５町による共同徴収を継続することを確認し、以下のとおり専門部会案をとりま

とめた。 
 
１ 会議の概要 

（１） 日 時：平成29年５月30日（火）13時30分～15時30分 

平成29年６月27日（火）13時30分～15時 

平成29年７月12日（水）13時30分～15時 

平成29年７月28日（金）13時30分～14時30分 

平成29年８月17日（木）13時30分～14時30分 

（２） 会 場：下田総合庁舎 ２階第３会議室、４階第８会議室 

（３） 議 題：平成30年度以降の共同徴収のあり方について 

（４） 参加者：賀茂１市５町税務担当課、県税務課、県市町行財政課、賀茂振興局、 

下田財務事務所 

 

２ 成果と今後の目標 

（１） 成果 

現行の共同徴収の取組により、平成29年度末までに収入率は大幅に上昇し、90.7％（平成

26 年決算と比べ+7.5P）となる見込みであるが、県平均と比べ▲3.2P となる見込みである。 

（２） 今後の目標 

移行期（平成 30～31 年度）の 2 年間で、県平均以上へ収入率を向上させ、収入未済額を

平成 27 年度決算時より半減することを目標とし、その期間に滞納整理の技術向上に取り組

む。 

① 滞納繰越分を中心とした滞納整理から、現年度分の年度内着手に取り組む。 

② 捜索、不動産の差押、公売といった高度な徴収技術を修得する。 

③ 監督者のマネジメント能力を高め、自立した滞納整理の進行管理体制を確立する。 
 
＜収入率及び収入未済額＞                               (単位％、百万円） 

 

３ 協議内容（専門部会案） 

  市町が自立に向けた徴収体制を確立するため、市町税務職員の相互併任による共同徴

収を継続するとともに、県の支援による協議会運営から市町が主体となって連携して運

営に取り組むようにする。 

  また、職員の徴収技術と監督者のマネジメント技術を更に向上させる必要があること

から、平成30、31年度の２年間県職員１名の技術派遣を要望する。 

実績及び見込 目標  
区    分 H26 

決算 

H27 

決算 

H28 

決算 

H29 

見込 

 

 H30 

見込 

H31 

見込 

 

管内収入率（％）  83.2  85.5  88.3  90.7  93.1 95.5 

県平均収入率（％）  91.6  92.2  93.1  93.9  94.7 95.5 

差引（管内-県平均） ▲8.4 ▲6.7 ▲4.8 ▲3.2 ▲1.6    0 

市町村税 

全   体 

収入未済額（百万円） 1,818 1,496 1,199 1,002 

 

 875 748 
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確 認 内 容 

平成 30、31 年

度の共同徴収

の取組 

 

① １市５町において相互併任による共同徴収を継続する。 

② 市町職員の徴収技術の更なる向上と監督者のマネジメント能力を高め

る必要があることから、県職員１名の技術派遣を要望する。 

（派遣にかかる費用については、市町が負担する。） 

③ 技術派遣職員をトップリーダーとして、特別滞納整理チームに２年間

配置し、各市町税務担当係長等への指導・支援を行う。 

④ 各市町税務担当係長を特別滞納整理チームの各班のリーダーとして配

置し、進行管理の実施等の業務を行う。 

⑤ 協議会の運営は市町主体で行う。幹事市町（事務局）は下田市とする。

（県はオブザーバーとして運営を支援する。） 
  

＜徴収体制強化の取組＞ 

項目 
導入期 

（平成 28～29 年度） 

移行期 

（平成 30～31 年度）

自立期 

（平成 32 年度～） 

共 同 徴 収 

の 形 態 
県主導 市町主体 市町主体 

実 施 市 町 １市５町 １市５町 １市５町 

県職員派遣 
直接派遣３名 

（リーダー） 

技術派遣１名 

（トップリーダー） 
なし 

導入期に行っていた 
リーダー業務は、市町
税務担当係長が担う。 

リーダー業務 

リーダー（県職員３名）
・ 進行管理の実施 
・ 高額、困難案件の

処理及び補助 
・ ＯＪＴの実施 

トップリーダー業務 
（県職員１名） 
・ 進行管理マネジメ

ントの指導・支援 
・ 高額、困難案件への

指導・支援 
・ 全体事業計画（数値

目標等）との調整 

市町税務担当係長 
・ 進行管理の実施 
・ 高額、困難案件の

処理及び指導等 
・ 職員の徴収技術の

向上及び継承 
（研修、ＯＪＴの実施）

取 組 目 標 
進行管理の導入 
リーダーによる徴収技
術の指導 

進行管理の確立 
徴収技術の高度化 
（捜索・公売） 
長期・困難案件の縮減 

共同徴収の取組の安定
的な継続 

事 務 局 下田財務事務所 
下田市 

（県はオブザーバー参加） 
市町 

 

４ 今後のスケジュール 

時  期 内     容 

～29年10月末

・ 協議会組織の運営方法（相互併任の組合せ、人数等） 
・ 技術派遣にかかる取決め（費用負担の割合、トップリーダーのローテ

ーション等） 
・ 基本協定書、協議会設置要綱等の見直し 

29年11月中旬

（広域連携会議）
・ 基本協定等の合意 
・ 基本協定調印式 

30 年４月～ 新体制による共同徴収実施 
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賀茂地方税債権整理回収協議会 
（管内６市町で構成する任意組織） 

運営委員会 
（市町：税務担当課長 県：オブザーバー） 

○ 滞納整理の基本方針の策定 
○ 全体事業計画及び目標の策定等 

○ 広域連携の実現に向けた効率的な徴収事務の共同実施 
○ 賀茂地域全域における徴収体制の強化 
○ 個人住民税を含む市町村税の収入未済額の縮減 
○ 市町税務職員の徴収技術の向上 

【特別滞納整理チーム】 

○ 運営委員会委員のうち１名を管理監督者とし、トップリーダーを指揮・ 
監督する。 

○ トップリーダーは係長等リーダーの指導・支援を行う。 

  ○ 各市町担当係長が各班のリーダーとなり、班員の進行管理等を行う。 

  ○ 各班に市町職員（班員）１～３名を配置し、併任先の滞納事案を処理する。

                          

 

                            

 

                             

 

    

 
 

県職員（ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）※併任発令 

下田班 
ﾘｰﾀﾞｰ１ 
班員３ 

滞 納 者 
（６市町の滞納事案を組織で処理） 

財産調査、滞納処分 

○ 業務は市町で行う 
○ 滞納処分は、課税権者（市町長）の名で行う

  

東伊豆班
ﾘｰﾀﾞｰ１ 
班員２ 

河津班 
ﾘｰﾀﾞｰ１ 
班員１ 

・全体計画の進行管理（効率的な事務執行サイクルの維持） 

・徴収スキルの維持（人事ローテーションの相互調整等） 

・強化月間、一斉催告等の統一的実施 

・捜索、公売の共同実施 

・リーダー会議による情報共有、困難事案の検討、研修等の開催 

・トップリーダー及び市町職員（班員）は、併任発令 
・市町税の徴収事務の共同処理 
・徹底した財産調査と滞納処分（差押、捜索、公売等）の実施 
 

目的 

組織・体制 

共同徴収の機能

市町別併任職員数 
下 田 市：３名  南伊豆町：１名 
東伊豆町：２名  松 崎 町：１名 
河 津 町：１名  西伊豆町：１名 

管理監督者（幹事市町：税務担当課長） 

事務局 
（幹事市町）

南伊豆班 
ﾘｰﾀﾞｰ１ 
班員１ 

西伊豆班 
ﾘｰﾀﾞｰ１ 
班員１ 

松崎班 
ﾘｰﾀﾞｰ１ 
班員１ 

移行期 

相互

併任



資料２ 
                     平成29年８月30日 

地域包括ケアシステムの構築・運用 

（長寿政策課、健康増進課、賀茂健康福祉センター） 

（要旨） 

 「地域包括ケアシステムの構築・運用」について、下記のとおり専門部会を開催し、

以下のとおり部会案をとりまとめた。 

 

 

１ 会議の概要 

（１）日 時：第 19 回 平成 29 年６月 ２日（金）13 時 30 分～16 時５分 

第 20 回 平成 29 年６月 14 日（水）17 時～19 時 

第 21 回 平成 29 年６月 29 日（木）17 時～19 時 

第 22 回 平成 29 年８月 ９日（水）17 時～19 時 

第 23 回 平成 29 年８月 17 日（木）17 時～19 時 

（２）会   場：下田総合庁舎内会議室 

（３）協議事項等：保健事業及び介護保険事業等の連携体制 

 

      

２ 協議事項 
 （１）保健事業の共同実施              資料２－２ 

賀茂地域における保健事業の共同実施について、専門部会案をとりまとめた

ので協議する。 

 

 （２）介護保険事業等の連携             資料２－３ 

（介護事業所指定・指導監督業務の共同実施） 

賀茂地域における介護事業所指定・指導監督業務の共同実施について、専門

部会案をとりまとめたので協議する。 

 

 

 



資料２－２ 
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平成 29 年８月 30 日 

保健事業の共同実施 

（要旨） 

  保健事業の共同実施の仕組みについて、専門部会を開催し、部会案を取りまとめたので

協議する。 

 

１ 共同実施の仕組（部会案） 

（１） 生活習慣病予防対策の共同実施 
   住民の健康増進を図るため、生活習慣病予防対策（特定保健指導の強化、未受診者

対策、治療中断者対策等）と、国保以外の保険者や医療関係団体との連携を推進する。 
 

（２）糖尿病等重症化予防の共同実施 
ア 実施体制 

平成 30 年４月からは、医療費の抑制効果が期待される糖尿病等重症化予防につい

て任意の協議会「賀茂地域糖尿病等重症化予防協議会（仮称）」を市町と県で設立し、

糖尿病等重症化予防（糖尿病等重症化予防チームの設置等）を共同で実施する。 
    

イ 共同実施に係る基本協定の締結 

市町及び県の役割、協議会の設置等の基本となる事項について、任意の基本協定 

 を締結する。 

 

２ 今後のスケジュール（糖尿病等重症化予防の共同実施） 

時 期 内  容 

平成 29 年 9月まで ・基本協定書(案)、協議会設置要綱(案)のとりまとめ 

平成 29 年 11 月中旬 
（広域連携会議） 

・基本協定等の合意 

・基本協定調印式 

平成 29 年 11 月～ 

平成 30 年 3 月 

・協議会活動開始 

（共同実施に関する市町間調整・準備、糖尿病等重症

化予防チームの設置等） 

平成 30 年 4月～ 
・糖尿病等重症化予防（糖尿病等重症化予防チーム）の

活動開始 

 

（長寿政策課、健康増進課、賀茂健康福祉センター）
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病 院 かかりつけ医等 

専門医の配置 糖尿病治療 

病診連携 

下田市 
保 1、栄 1 

チーム編成（職員相互併任） 

 
予防強化 

南伊豆町
保 1、栄 1

東伊豆町
保 1、栄 1 

河津町
保 1、栄 0 

松崎町 
保 1、栄 1 

西伊豆町
保 1、栄 0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○重症化予防に係る市町間の調整 
○重症化予防に関する情報交換、相互助言 
○研修会の開催 等

※糖尿病等重症化予防チームを編成して予防活動を実施

賀茂地域糖尿病等重症化予防協議会（仮称）設置 

（1 市 5 町と県で構成する任意組織） 

賀茂地域における糖尿病等重症化予防の共同実施体制について（案）

○各市町の職員が相互連携して行えるよ
うに「相互に併任」の発令を行う。 

○「任意の協議会」を設置 
○共同実施の「基本協定」の締結 

○糖尿病等重症化予防の推進 
○透析新規導入者の抑制 

対象者（推計 173 人）（重症化予防プログラムの基準） 

目的 連携の手法

組織･体制 

※協議会の下部組織となる市町･県担当課長による会議を定期的に開催 

実施イメージ 

 
県 

技術的相談 

状況報告 
南伊豆町

西伊豆町

河津町 

松崎町 

下田市 

東伊豆町  
職員研修 
技術指導・支援 
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資料２－３ 

1 

平成 29 年８月 30 日 

介護保険事業等の連携 
（介護事業所指定・指導監督業務の共同実施） 

（要旨） 

 介護認定事務や介護事業所指定・指導監督業務の共同実施の仕組みについて検討した結果、

部会案をとりまとめたので協議する。 

 

１ 共同実施の仕組（部会案） 

 （１）介護事業所指定・指導監督業務の共同実施 

    介護保険事業のうち、介護事業所指定・指導監督業務について、各市町への権限移

譲をふまえ、市町職員が指定指導業務を賀茂管内で共同実施できるよう任意の協議会

「賀茂地域介護事業所指定・指導監督調整協議会（仮称）」を市町と県で設立する。 

 

（２）共同実施に係る基本協定の締結 

市町及び県の役割、協議会の設置等の基本となる事項について、任意の基本協定 

を締結する。 

 

２ 今後のスケジュール 

時 期 内  容 

平成 29 年 9月まで ・基本協定書(案)、協議会設置要綱(案)のとりまとめ 

平成 29 年 11 月中旬 
（広域連携会議） 

・基本協定等の合意 

・基本協定調印式 

平成 29 年 11 月～ 

平成 30 年 3 月 

・協議会活動開始 

（共同実施に関する市町間調整・準備等） 

平成 30 年 4月～ ・介護事業所指定・指導監督業務開始 

 

３ 介護認定事務の市町間連携 

  介護認定事務については、認定調査を他市町に嘱託できる制度を活用し、住所地以外

の施設等入所者への調査について、市町間の相互協力により実施し、遠隔地の調査に係

る移動時間を短縮することで事務の効率化を図る。 

 

（長寿政策課、賀茂健康福祉センター）
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○共同実施作業の市町間調整 

○指定指導業務に関する情報交換･相互助言 

○研修会の開催 等 

※各市町職員 1 人ずつ（職員２人体制）ブロック単位で指導監督を実施 

賀茂地域介護事業所指定･指導監督調整協議会（仮称） 
（1 市 5 町と県で構成する任意組織） 

賀茂地域における介護保険事所指定・指導監督業務の共同実施体制について（案）

○介護事業所指定・指導監督業務の推進 

○介護事業所指定･指導監督業務に関する

技術力の向上 

目的 連携の手法

○各市町の職員が相互連携して行えるよ

うに「相互に併任」の発令 

○「任意の協議会」の設置 

○共同実施の「基本協定」の締結 

組織･体制 

※協議会の下部組織となる市町・県担当課長による会議を定期的に開催 

実施イメージ

下田・南伊豆介護事業所 東 伊 豆 ・ 河 津 介 護 事 業 所 松 崎 ・ 西 伊 豆 介 護 事 業 所 

指定・指導監督 指定・指導監督 

下田市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 

南伊豆町

西伊豆町

河津町 

松崎町 

下田市 

東伊豆町  
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技術的相談 

状況報告
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